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PIck Up
人事行政の運営等の状況について

　安中市職員の給与や勤務条件などは、市条例と地方公務員法により定められています。市民の皆さんに一層
のご理解をいただけるよう、令和6年度の人事行政の運営などの状況をお知らせします。なお、より詳細な内
容は市■HP で公開しています。

対前年
増減数
0
4
0
5
－2
0
－1
3
－1
8
0
0
8
2
0
1
0
3
11

R5
5

108
33
62
39
1
27
13
49
337
71
3

411
144
32
10
39
225
636

R6
5

112
33
67
37
1
26
16
48
345
71
3

419
146
32
11
39
228
647

議　　会
総　　務
税　　務
民　　生
衛　　生
労　　働
農林水産
商　　工
土　　木
　 計

教　　　　育
消　　　　防
小　　　　計
病　　　　院
水　　　　道
下　水　道
そ　の　他
小　　　　計
合　　計

普
通
会
計
部
門

公
営
企
業
等
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

区　　分
部　　門

職員数 20歳
未満
1人

20～
23歳
15人

24～
27歳
48人

28～
31歳
67人

32～
35歳
86人

36～
39歳
60人

区　分

職員数
40～
43歳
60人

44～
47歳
86人

48～
51歳
83人

52～
55歳
79人

56～
59歳
50人

60歳
以上
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区　分

職員数

■職員の任免および職員数
（1）職員の任免状況（令和6年度中　医療職含む）　採用者数…24人　退職者数…15人
（2）職員数の状況
ア　部門別職員数の状況（各年4月1日現在） イ　年齢別職員構成の状況（令和6年4月1日現在）

金額など  
3,340千円
12,178千円

21.5％

5,162円

　　　　 項　　　　目
①職員厚生会に対する助成金額
②会員による掛金の額
③公費負担率：①/（①+②）
④会員1人あたりの補助金額：
　①/会員数（647人）

■職員の福祉および利益の保護
（1）職員の健康の保持増進対策
毎年、定期健康診断を実施し、職員の健康の保持増進に
努めています。
（2）職員厚生会に対する助成の状況

■公平委員会の業務
（1）勤務条件に関する措置の要求の状況
令和6年度において、措置要求はありませんでした。
（2）不利益処分に関する不服申立ての状況
令和6年度において、不服申立てはありませんでした。
■職員の分限および懲戒処分
（1）分限処分…職員の勤務実績が良くない、その職に必
要な適性を欠くなどの場合に行われる処分で、免職・休
職・降任・降給があります。
（2）懲戒処分…職員が職務上の義務違反や公務員とし
てふさわしくない非行を行った場合に行われる処分で、免
職・停職・減給・戒告があります。
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ウ　職員数の推移

※普通会計部門における人口10,000人あたり職員数
76.67人（類似団体の人口10,000人あたり職員数
77.94人） ※各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

Ⅰ種（短大
卒業以上）
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9
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試験区分

申込者数
合格者数
採用者数

（3）採用試験の実施状況について（令和6年度実施、令和7年4月1日採用）

合計…647人

■問 □本 職員課給与厚生係（☎内線1034）

■職員の勤務時間・その他勤務条件
（1）勤務時間
1週間の勤務時間…38時間45分
始業時間…午前8時30分　休憩時間…正午～午後1時
終業時間…午後5時15分
（2）休暇の種類
年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇
■職員の休業に関する状況
育児休業および部分休業
育児休業…子の養育のため、その子が3歳に達する日ま
で取得できます。
部分休業…小学校就学の始期に達するまでの子を養育
する場合、1日2時間を超えない範囲で取得できます。

■職員の服務
営利企業等の従事状況
職員が営利企業等に従事することは制限されていますが、
消防団などの活動には許可を得て従事させています。
■職員の研修
研修の実施状況（主なもの）
ア　一般研修　　　　　　　　　　  8種
イ　特別研修　（ア）専門研修　　　  9種
　　　　　　　（イ）派遣研修　　　20種
　　　　　　　（ウ）自主・通信研修　 4種

評価の種類
対 象 職 員
評　価　者

能力評価・業績評価
全職員
課長（相当職を含む）以上の職にある者

■職員の人事評価
人事評価を人事管理の基礎および職員の人材育成に活
用し、公共の福祉やサービスの資質向上に繋げるための
制度です。

（7）職員手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当
期末手当…年間2.5月分
勤勉手当…年間2.1月分
※職制上の段階・職務の等級により役職加算が5～15％あります
　
イ　退職手当（令和6年4月1日現在）
勤続35年…自己都合退職：39.7575月分
　　　　　 勧奨・定年退職：47.709月分
※定年前早期退職特例措置（2～20％加算）
※退職時特別昇給はありません
　
ウ　特殊勤務手当（令和6年4月1日現在）
市税徴収業務手当・社会福祉業務手当・火葬業務手当・
夜間看護手当・拘束手当など19手当
　
エ　時間外勤務手当（上下水道・病院・介護サービス事業
を除く）

支給実績…100,723千円
職員1人あたり平均支給額（令和6年度決算）…220千円
　
オ　その他手当（令和6年4月1日現在）
扶養手当・住居手当・通勤手当・管理職手当

区分
7級
6級
5級
4級
3級
2級
1級

職員数
10人
13人
52人
94人
128人
59人
14人

構成比
2.7％
3.5％
14.1％
25.4％
34.6％
15.9％
3.8％

標準的な職務内容
部長
参事

課長・主幹
課長補佐・係長・主査

主査・主任
主事・技師
主事補・技師補

（6）一般行政職の級別職員数等の状況
　  （令和6年4月1日現在）

※令和5年度の人件費率15.2％

住民基本台帳人口
（令和6年度末）
53,447人

人件費率
（B/A）
15.1%

■職員の給与
（1）人件費の状況（普通会計決算）

人件費B
4,406,119
　　千円

実質収支
895,906
　　千円

歳出額A
29,132,916
　　千円

区分
安中市

（一般行政職）
安中市

（技能労務職）
群馬県
国

平均年齢
41.8歳

49.8歳
42.8歳
42.1歳

平均給料月額
320,900円

325,700円
327,700円
323,823円

平均給与月額
379,273円

368,479円
399,771円
－

（3）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月
額の状況（令和6年4月1日現在）

※職員手当には、退職手当を含みません

職員数
A

419人

給料
1,639,281
　  千円

職員手当
273,333
　千円

期末・
勤勉手当
671,318
　千円

 
計　B
2,583,932
　  千円

1人あたり
給与費
（B/A）
6,167
　千円

給与費
（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　区分
一般行政職
技能労務職

大学卒
高校卒
高校卒

安中市
196,200円
166,600円
166,600円

群馬県
200,900円
169,900円
165,500円

国
196,200円
166,600円
－

（4）職員の初任給の状況（令和6年4月1日現在）

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
　  （令和6年4月1日現在）
　　　　区分

一般行政職
技能労務職

大学卒
高校卒
高校卒

経験年数7年
以上10年未満
261,400円
229,200円
232,400円

経験年数10年
以上15年未満
286,400円
258,300円
－

経験年数15年
以上20年未満
317,500円
285,900円
323,400円

■職員の退職管理
（1）退職者による依頼等の規制
退職者が離職後2年間、離職前5年間に属した部署の職
員に対して、職務上の行為をするように、又はしないように
要求・依頼することを禁止しています。
（2）届出
職者で管理・監督の地位にあった職員が、離職後2年間に
おいて営利企業等に就職した場合は、速やかに届け出な
ければならないとしています。令和5年度・6年度における
退職者の再就職等の状況は次のとおりです。

退職年度
令和5年度
令和6年度

届出対象者数
（退職者のうち課長級以上）

2人
3人

営利企業等への従事者数
（届出対象者のうち届出提出者）

0人
0人

Ⅱ種（高校
卒業）
3
0
0

Ⅲ種（社会
人経験者）
13
3
1

保育士

1
0
0

保健師

2
2
2

土木
技術
1
1
1

建築士

2
2
1

社会
福祉士
5
1
1

主任介護
支援専門員

1
1
1


